
１．事業説明シート （区分）　国補　・　県単　

事業箇所 地区名
　　もりさとおうのいりせん

林道盛里王の入線 事業主体

□主要目標　　

□副次目標

□副次効果

（２）整備内容

①整備内容

②着手年度

④総事業費

⑤年度別の整備内容 （事業費）

令和2年度 測量・設計、開設L=１00m 40百万円

令和3年度 開設L=４00m 120百万円

令和4年度 開設L=５00m 150百万円

令和5年度 開設L=５00m 150百万円

令和6年度 開設L=５00m 150百万円

令和7年度 開設L=５00m 150百万円

令和8年度～13年度　開設L=3,300m 920百万円

なし

・やまなし森林・林業振興ビジョン

・県有林管理計画（第三次）

○アクセス機能の維持

・林道利用区域内の人工林における伐採対象人工林の割合　      67.0％≧36.5% ※
・林道利用区域内の人工林率　　　　　　　　　　　　　　      70.9％≧69.9% ※
・林道から徒歩で30分以内に到達できる範囲内森林の人工林率 73.9％≧70.0% ※
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※評価基準値

令和元年度　公共事業事前評価調書

（１）事業の概要

①課題・背景 ・山梨東部地域森林計画

都留市朝日曽雌～上野原市秋山林道事業［森林資源循環利用林道整備事業（国補）］ 山梨県事業名

（３）中・長期計画等の位置付け

　調査に関する事前評価済（未実施）

令和2年

③目標達成の方法

　生産基盤強化区域内における林道整備　L=5,800m、W=4.0m

　本路線は、都留市朝日曽雌地区と上野原市秋山地区とを結ぶ延長5.8kmの県営林道で
ある。利用区域の大部分は県有林であり、スギ、ヒノキを中心に森林資源が充実した木材
供給可能な地域のひとつであるが、路網が未整備であることが課題となっている。
　一方、本県では、大型合板工場の稼働等木材需要が高まる中、昨年度から人工林資源が
充実した区域を木材搬出を集中的に行う「生産基盤強化区域」に設定し、この区域内で路
網整備を優先的に実施している。当地域もそのひとつとして本路線を整備し、高性能林業
機械による伐採作業の効率化や大型車両による木材運搬効率の向上などを図るとともに、
市営林道と接続することで、民有林の森林整備にも取り組む考えである。

○リサイクルの推進

⑥既整備内容・期間・事業費

林道開設　L=5,800m、W=4.0m

・山梨県林内路網整備計画

・山梨県社会資本整備重点計画（第三次）

（４）事業位置図等

○防火帯・延焼遮断帯の確保

○なし

○森林整備の効率化

　約１,６８０百万円（国費840百万円(1/2)、県費840百万円(1/2)）

②整備目標・効果

　※記載内容は見込みであり、確定したものではない。

③完成見込年度 　令和１３年度

県営林道菅野盛里線

市営林道富士東部（南）線

市営林道無生野線

県道四日市場上野原線

市営林道王の入線

林道開設

市営林道日高線

山梨リニア実験線

林道富士東部（南）線

林道奈良山線
林道穴路線 上野原市秋山尾崎

至都留

至相模原

都留市朝日曽雌

Ｌ＝５，８００ｍ Ｗ＝４．０ｍ

起点

終点

二十六夜山

利用区域面積：２９７ｈａ 計画線形

既設林道

県道

利用区域
（生産基盤強化区域）

凡 例



２.評価シート
（５）整備手法の有効性

（理由）

（状況）

（理由）

1,680 百万円 工期 基準年 R1

費用 1,494 百万円 便益 2,058 百万円

建設費 1,407 百万円 470 百万円

維持管理費 87 百万円 1470 百万円

4 百万円 （６）環境負荷等への配慮

114 百万円 （理由）

費用便益比(B/C)は国の採択基準値1.0を超えている。

（７）事業計画の熟度

（理由） （理由）

　□同等施設等（計画を含む）の有無 〈 有 ・ 無 〉

（状況）

《総合評価》

□必要整備内容とその根拠

　長大な切土法面を作らないなど、今後の森林作業道の開設も視野に入れ、必
要な箇所には路側構造物、法面保護工等を計画し、路体の安全性も確保してい
る。本路線は、本地域の幹線となることから、将来にわたる長期間の使用に耐
え、かつ経済性にも優れる計画とした。

　なし

　災害に強い線形を考慮し、集水面積の小さい尾根筋へ配置する計画とした。
また、環境への配慮として、木製構造物の採用やリサイクル材の使用等も積極
的に取り入れた。

　大部分は県有林内を通過する計画であるため、用地に問題はない。なお、終
点付近で一部民有林を通過する区間については地元説明会を実施する予定とし
ており、上野原市とは協議済みである。

7項目全て妥当と評価されることから、実施が妥当と判断する。

　森林・林業基本法第六条により、地方公共団体は、国との適切な役割分担を踏ま
え、森林及び林業に関し自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し及び実施す
る責務を有すると定められていることから、行政の実施が妥当。

　森林法施行令第二条の二により、林道の開設及び改良の事業を実施する者は、国・
地方公共団体・森林組合等と定められており、本路線は県有林の経営に資する林道で
あるため、県の実施が妥当。

　伐採予定箇所を概ね網羅し、かつ地形を勘案した上で最短となる線形を採用してお
り、また林業用機械や木材運搬用のトラックの走行性を考慮した幅員とするなど、最
も効果的・効率的な森林施業が実施できる規模となっている。

なし

　利用区域内の森林整備計画や地形状況を勘案した上で最適なルートとなるよう線形
を計画しており、構造は林道規定に基づいている。

経
済
効
率
性

Ｂ／Ｃ

（状況）

1.38

木材生産等

森林整備経費縮減

森林の総合利用

災害等軽減

R2～R13

※　森林整備経費縮減等便益のうち、最も効果の大きい便益は森林整備促進便益
　で、路網の整備により森林整備が促進され、水源かん養、山地保全及び環境保
　全の効果が向上する便益である。

〈 妥当 ・ 妥当でない 〉

（理由）

〈 妥当 ・ 妥当でない 〉

〈 妥当 ・ 妥当でない 〉

（理由）

　□他の整備手法の有無　　　〈 有 ・ 無 〉

〈 妥当 ・ 妥当でない 〉

〈 妥当 ・ 妥当でない 〉

〈 妥当 ・ 妥当でない 〉（１）公共関与の妥当性（行政が行うべき事業か）

（２）事業執行主体の妥当性（県が行うべき事業か）

〈 妥当 ・ 妥当でない 〉（４）事業実施・規模の妥当性

（３）経済効率性

総事業費

〈 妥当 ・ 妥当でない 〉



３.添付資料シート（１）

林道盛里王の入線 全体計画平面図

林道王の入線

全体計画延長
Ｌ＝５，８００ｍ

13

2

4.00

標準横断図

利用区域面積 297㏊

うち人工林面積 211㏊（71%）

人工林内の標準伐期齢以上の蓄積 32千㎥

（人工林蓄積の71%）

今後伐期齢を迎える
人工林

伐期齢以上の人工林

計画線形

利用区域

既設林道

森林作業道

林道整備前の
徒歩30分圏内

林道整備後の
徒歩30分圏内

　 　① 写真撮影位置

凡 例

　 　

　

4.00

2.00 2.00

※ 人工林は、植栽木の成長に伴い蓄積量が年々増加するため、年間の成長量分を

収穫し、再造林を行うことで、資源が枯渇することなく、循環利用が可能となる。



３.添付資料シート（２）

写真 写真

写真 写真

【写真①】県有林５林班主伐計画地の遠景

【写真④】搬出先の１つである甲斐東部材原木市場

【写真②】利用間伐計画地の林内状況

【写真③】主伐計画地の林内状況


